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は
じ
め
に

宇
治
市
は
京
都
と
奈
良
を
結
ぶ
街
道
上
に
位
置
し
、
宇
治
川
の
渡
河
点
と
し
て
、

古
来
よ
り
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
風
光
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
平
安
時
代
に
は
貴
族
の
別
業
の
地
と
し
て
栄
え
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
「
宇
治
十
帖
」
の
主
な
舞
台
に
も
な
り
、
平
等
院
な
ど
も
整
備
さ
れ
た
。
中
世

に
入
る
と
、
祭
礼
神
事
に
伴
う
芸
能
集
団
の
活
躍
を
は
じ
め
と
し
た
多
彩
な
文
化

芸
術
が
花
開
き
、
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
た
田
楽
、
猿
楽
は
、
中
世
以
降
も
途
絶
え
る

こ
と
な
く
地
域
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
宇
治
を
代
表
す
る
伝
統
産
業
の
一
つ
で
あ

る
宇
治
茶
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
栽
培
が
始
ま
り
、
室
町
時
代
に
は
そ
の
名
声
は
徐
々

に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
に
宇
治
橋
下
流
の
宇
治
川
右
岸
で
太
閤
堤
跡
が
発
見
さ
れ
、
二
〇

二
一
年
に
は
同
地
に
新
た
に
観
光
施
設
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
施
設
内
の
展
示
で
は

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
伏
見
城
築
城
と
太
閤
堤
築
堤
が
解
説
さ
れ
、
近
世
初
頭
に
宇
治

で
行
わ
れ
た
一
大
事
業
が
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
宇
治
川
の
先
陣
争
い
で
知
ら
れ
る
承
久
の
乱
か
ら
、
太
閤
堤
の
築
堤

が
行
わ
れ
た
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
間
、
特
に
室
町
・
戦
国
期
の
宇
治
に
つ

い
て
は
依
然
と
し
て
不
明
な
点
が
多
く
、
関
心
を
持
つ
人
も
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
制
約
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
宇
治
に
お
い
て
、
史
料
上
で
存
在
が
確
認
で
き
る
戦
国
期
城
郭
は
槇

島
城
の
み
で
あ
る
が
、
同
城
に
関
す
る
記
述
も
多
く
な
い
。
し
か
し
、
槇
島
城
主

で
あ
っ
た
真
木
嶋
氏
が
幕
府
奉
公
衆 （
１
）で
あ
っ
た
こ
と
、
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）

に
は
織
田
信
長
と
対
立
し
た
将
軍
足

利
義
昭
が
槇
嶋
城
に

籠
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
槇
島
城
が

重
要
な

拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
槇
島
城
や
真
木
嶋
氏
に
つ
い
て
現
在
確
認
で
き
る
史
料
・

地
理
的
様
相
な
ど
を
改
め
て
整
理
し
、
今
後
の
研
究
に
関
す
る
展
望
を
示
し
た
い
。

一
真
木
嶋
氏
に
つ
い

て

宇
治
文

庫
８
『
宇
治
猿
楽
と

離
宮
祭

―
宇
治
の
芸
能
史
―
』

（
２
）

で
は
、

藤
原
兼
仲

の
日
記
『

勘
仲
記
』
の
記
事
を

根
拠
に
、

弘
安
年
間
（
一
二
七

八
～
一
二

八
八
）
に

光
有
・
光

康
と
い
う
人
物
が
そ
れ

ぞ
れ
槇
嶋
長
者
、
宇
治
長
者
と
し
て
離
宮
社
の

神
官
を
勤
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

離
宮
社
と
は
、
当
時

両
社
一
体
の
神
社
で

あ
っ
た
宇
治
神

社
・
宇
治
上
神

社
の
こ
と
で
、
平
等
院
が
建
立
さ
れ
て
以
降
は
そ

の
鎮

守
社
と
さ
れ
た
。
「
光
」
を
通

字
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
槇
島
長

者
を

継

ぐ
の
が
真
木
嶋
氏
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

真
木
嶋
氏
は
、

山
城
国
の
国
衆
の
一
人
で
、
名
前
か
ら
宇
治
五
ケ

庄
内
の
槇
島
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名
と
関
係
が
深
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
後
法
興
院
記
』
応
仁
二
年
（
一

四
六
八
）
四
月
八
日
の
記
事
に
は
「
是
日
平
等
院
鎮
守
離
宮
祭
也
（
中
略
）、
神
輿

三
基
、
次
社
四
人
馬

布
衣

上
、
次
槇
長
者
布
衣

社
官
槇
嶋
事
也

馬
上
、
次
宇
治
長
者

社
官

云
々

布
衣
馬
上
也
」
と

あ
る
。
社
官
と
し
て
離
宮
祭
に
出
席
し
、
長
者
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
真
木
嶋
氏

で
あ
っ
た
。

真
木
嶋
氏
は
在
地
の
有
力
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
将
軍
の
直
臣
で
あ
る
幕

府
奉
公
衆
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
『
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院

御
動
座
當
時
在
陣
衆
着
到
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
将
軍
足
利
義
尚
が
近
江
坂
本
に

出
陣
し
た
際
に
従
軍
し
た
者
の
名
前
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
四

番
衆
に
「
雍
州
真
木
嶋
六
郎
藤
原
光
通
」
が
あ
る
。
室
町
将
軍
と
真
木
嶋
氏
と
の

深
い
つ
な
が
り
は
そ
の
後
も
続
き
、
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
の
将
軍
足
利
義
昭

の
二
度
目
の
挙
兵
時
に
は
、
義
昭
は
槇
島
城
に
入
城
し
て
い
る
。

で
は
、
真
木
嶋
氏
の
居
城
で
あ
り
、
義
昭
が
立
て
籠
も
っ
た
槇
島
城
と
は
、
ど

の
よ
う
な
城
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
槇
島
館
か
ら
槇
島
城
へ

槇
島
城
は
、
も
と
も
と
宇
治
川
の
中
州
に
あ
た
る
槇
島
に
位
置
し
て
い
た
平
地

城
館
で
あ
り
、
こ
の
地
を
本
貫
地
と
す
る
国
衆
真
木
嶋
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
想

定
さ
れ
る
。
槇
島
の
東
に
は
奈
良
街
道
が
通
っ
て
お
り
、
南
に
は
宇
治
の
町
が
立

地
し
た
。
そ
し
て
、
西
に
は
巨
椋
池
が
広
が
っ
て
い
た
。
山
城
国
の
南
北
を
中
継

す
る
水
陸
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
伏

見
城
築
城
に
伴
う
宇
治
川
流
路
付
け
替
え
や
、
明
治
時
代
の
淀
川
改
修
工
事
、
昭

和
八
年
（
一
九
三
三
）
か
ら
同
一
六
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
巨
椋
池
干
拓
事
業
な

ど
に
よ
っ
て
こ
の
付
近
一
帯
の
様
子
は
大
き
く
変
化
し
、
地
形
上
、
城
跡
は
ほ
と

ん
ど
わ
か
ら
な
い
。

現
在
、
槇
島
城
推
定
地
に
看
板
が
立
ち
、
少
し
北
に
あ
る
槇
島
公
園
に
記
念
碑

が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
図
１
で
は
、
槇
島
城
推
定
地
お
よ
び
記
念
碑
の
立
つ
槇
島

公
園
の
場
所
を
示
し
た
。
ま
た
、
槇
島
城
推
定
地
の
南
西
に
は
薗
場
堤
跡
が
あ
り
、

図
１
に
実

線
で
示
し
て
い
る
。
薗
場
堤
の
築

造
年
は

不
明
で
、
秀
吉
に
よ
る
築
造

と
す
る

説
や
、

戦
国
時
代
の
真
木
嶋
昭
光
に
よ
る
築

造
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
堤
は

旧
宇
治
川
流
路
が
形

成
し
た
自

然
堤
防
を
基

盤
に
造
ら
れ
た
た
め （
３
）、
こ

こ
が
槇
島
城
の
南

限
に
あ
た
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
宇
治

市
史

２
中

世
の

歴
史
と

景
観
』

（
４
）

で
は
、
現
在
の

微
地
形
や
地

割
、
地

籍
図
類
に
認
め
ら
れ
る

条
里
地
割
な
ど
か
ら
図

２
の
よ
う
に
宇
治
川
流
路
と
槇
島

城
の
位
置
を
推
定
し
て
い
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
十
六
世

紀
後
半
の
槇
島
城
に

は
「

外
構
」
（

惣
構
）
が

構
築
さ
れ
、
城

下
町
も

経
営
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、

都
市
域
の
広
が
り
を
も
っ
と
広
く
推
定
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
概
ね
図
２
の
よ
う

な
地
形
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、

管
見
の

限
り
槇
島
城
が
史
料
上
に

初
め
て
見
え
る
の
は
、
『
大

乗
院

寺

社
雑
事
記
』

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
十
月
二
六
日
の
記
事
で
あ
る
。
興

福
寺
の

成
身
院
光

宣
が
応
仁

・
文
明
の

乱
に
際
し
、
東
軍
に
加
わ
る
た
め
、
興

福
寺
の
衆

徒
や
山
城
国
人
を

率
い
て
「
宇
治

蒔
嶋
館
」
へ
入
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
槇
島

城
は
山
城
国
に
お
け
る
東
軍

方
の
拠
点
と
し
て
機

能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
ほ

ぼ
同
時

期
に
真
木
嶋
氏
の
動

向
が

知
ら
れ
る
。

文
明
二
年
（
一
四
七

〇
）

七
月
、
宇
治

周
辺
が
戦
乱
の
舞
台
と
な
っ
た
際
、
東
軍
に
味

方
し
た
真
木
嶋
氏
は

西
軍
に
追
わ
れ
、
白
川
別
所
（
宇
治
市
白
川
）
に
逃
れ
て
い
る
。
少
し
時
代
が
下
っ

た
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
に
は
、

畠
山
義
豊

被
官
の

遊
佐

弥
六
が
槇
島
に

乱
入

し
た
た

め
、
真
木
嶋
氏
は
三
室

戸
に

退
避
し
て
い
る
。

真
木
嶋
氏
は
槇
島
城
を
拠
点
に
し
て
い
た
が
、

攻
勢
を

受
け
る
と
城
を
捨
て
て

逃
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
村
落
レ
ベ
ル
の
城
で
は
大
規
模
な
軍
が
迫
る
と
降
伏
・

研究余禄
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逃
亡
す
る
の
が
常

で
あ
り
、
当
時
の

槇
島
城
は
、
籠
城

し
て
抗
戦
で
き
る

ほ
ど
の
設
備
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
次
に
槇
島

城
が
登
場
す
る
の

は
、
『
後
法
興
院

記
』
明
応
八
年

（
一
四
九
九
）
九
月

二
八
日
条
で
あ
る
。

細
川
政
元
と
畠
山

尚
順
の
対
立
に
際

し
て
宇
治
・
槇
島

あ
た
り
で
合
戦
が

あ
り
、
「
真
木
嶋

館
」
が
落
城
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
時
、
真
木
嶋

氏
は
尚
順
方
に
味

方
し
て
敗
北
し
、

以
降
、
槇
島
城
は

細
川
氏
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
国
衆
真
木
嶋
氏
の
居
館
に
過
ぎ

な
か
っ
た
槇
島
城
が
細
川
氏
の
城
と
な
っ
た
こ
と
で
、
槇
島
城
は
大
き
な
転
換
点

を
む
か
え
た
。

明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
以
降
で
は
、
『
後
法
興
院
記
』
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）

六
月
一
六
日
条
に
槇
島
城
が
登
場
す
る
。
細
川
政
元
が
将
軍
足
利
義
澄
を
「
真
木

嶋
城
」
に
招
い
て
酒
宴
を
開
き
、
金
春
大
夫
の
猿
楽
が
催
さ
れ
て
い
る
。
政
元
は

こ
の
年
の
越
年
を
槇
島
城
で
行
い
、
同
二
年
に
将
軍
義
澄
を
招
い
て
鷹
狩
り
を
行

う
な
ど
し
ば
し
ば
槇
島
城
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
宇
治
市
史

２
』
は
、
「
大
和
・
河
内
へ
の
拠
点
」
と
し
て
の
重
要
性
だ
け
で
な
く
、「
槇
嶋
城

の
風
光
に
ひ
か
れ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
槇
島
城
は
「
落
城
時
の

荒
廃
を
復
旧
す
る
必
要
も
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
規
模
も
拡
げ
ら
れ
て
い
た
か
も

知
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

明
応
八
年
の
記
事
で
は
「
真
木
嶋
館
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
文
亀
元
年
の
記

事
で
は
「
真
木
嶋
城
」
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
違
い
の
み
で
実

際
に
変
化
が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
じ
『
後
法
興
院
記
』

の
な
か
で
遷
移
し
て
い
る
点
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
『
大
乗
院
寺
社
雑

事
記
』
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
で
は
「
館
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
文
亀
元
年
時

点
で
は
城
主
が
細
川
氏
と
な
り
、
将
軍
義
澄
を
招
く
よ
う
な
施
設
と
な
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
間
に
槇
島
城
の
整
備
・
拡
充
が
進
め
ら
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
『
東
寺
百
合
文
書
』
中
に
あ
る
五
月
二
日
付
の
「
志
賀
定
景
書
状
」
で
は
、

細
川
政
元
が
被
官
の
赤
沢
宗
益
を
通
じ
て
、
槇
島
城
に
用
い
る
縄
・
竹
・
人
夫
な

ど
を
東
寺
に
催
促
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
は
年
欠
で
あ
る
が
、
明
応
八
年
～
文
亀

年
間
（
一
五
〇
一
～
一
五
〇
四
）
頃
に
槇
島
城
の
修
理
を
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

槇
島
城
は
、
細
川
氏
に
管
理
さ
れ
る
公
的
な
城
郭
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
書
状
に
お
い
て
「
槇
島
城
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

山城国槇島城と真木嶋氏〔藤岡〕

―119―

図2 宇治川流路と槇島城の推定地 『宇治市史2』 図1 槇島城推定地と記念碑の位置



一
方
で
、
十
六
世
紀
に
な
る
と
槇
島
城
に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く

な
る
。
そ
の
原
因
は
不
明
だ
が
、
十
五
世
紀
後
半
の
よ
う
に
細
川
氏
が
主
に
管
理
・

整
備
す
る
城
郭
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
再
度
、
真
木
嶋
氏
の
城

館
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
但
し
、
一
定
の
規
模
と
防
備
性
は
維
持
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

槇
島
城
が
歴
史
上
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
に
織

田
信
長
と
対
立
し
た
将
軍
足
利
義
昭
が
入
城
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
槇
島
城
の
防

御
施
設
に
つ
い
て
、
義
昭
は
「
是
れ
に
過
ぎ
た
る
御
構
へ
こ
れ
な
し
」
と
感
心
し

た
と
い
う
。
信
長
に
よ
る
槇
島
攻
め
に
つ
い
て
は
、
『
信
長
公
記
』
に
記
さ
れ
て

い
る
。
信
長
は
宇
治
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
「
五
ケ
庄
之
上
や
な
き
山
」
に
陣
取
り
、

信
長
軍
は
平
等
院
の
門
前
と
五
ケ
庄
の
あ
た
り
か
ら
川
を
渡
る
（
図
２
）。
こ
の

と
き
一
旦
「
中
島
」
で
休
息
し
た
の
ち
槇
島
へ
攻
め
入
り
、
「
真
木
嶋
外
構
乗
破

焼
上
攻
ら
れ
」
た
た
め
、
義
昭
が
降
伏
に
至
っ
た
と
い
う
。
槇
島
城
は
、
か
つ
て

「

�
�た

る
横
流
」
と
謳
わ
れ
た
激
流
・
宇
治
川
に
囲
ま
れ
、
「
外
構
」
（
惣
構
）

が
設
け
ら
れ
た
堅
固
な
城
と
な
っ
て
い
た
。
「
外
構
」
の
内
側
に
は
「
焼
上
」
げ

ら
れ
る
建
物
群
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

三
槇
島
城
と
宇
治

槇
島
城
と
宇
治
の
町
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

宇
治
神
社
・
宇
治
上
神
社
の
神
官
と
し
て
登
場
す
る
真
木
嶋
氏
が
槇
嶋
長
者
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
「
宇
治
長
者
」
と
い
う
人
物
が
存
在
し
た
が
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
両
社
は
古
く
か
ら
宇
治
郷
・
槇
島
の
住
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
が
、
近

世
に
は
宇
治
上
神
社
を
離
宮
上
社
と
呼
ん
で
槇
島
村
東
部
地
域
の
村
人
が
、
ま
た

宇
治
神
社
を
離
宮
下
社
と
呼
ん
で
、
宇
治
郷
の
郷
民
が
氏
神
と
し
て
信
仰
し
て
い

た
と
い
う （
５
）。
戦
国
期
か
ら
両
社
が
区
別
さ
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
両
社
は
宇
治
・
槇
島
の
鎮
守
社
と
し
て
両
地
域
か

ら
信
仰
を
集
め
、
神
官
は
両
地
域
の
有
力
者
が
勤
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

京
都
と
奈
良
を
つ
な
ぐ
交
通
の
要
衝
で
あ
る
宇
治
に
は
、
防
御
施
設
の
痕
跡
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
『
宇
治
市
史
』
で
は
、「
恒
常
的
な
防
御
施
設
を
営
む
に
は

あ
ま
り
に
重
要
な
交
通
位
置
を
占
め
て
お
り
、
城
館
を
中
心
と
す
る
よ
り
は
、
開

放
的
な
街
路
を
中
心
と
し
た
町
と
し
て
の
発
展
す
る
方
向
を
求
め
た
も
の
」
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
宇
治
に
は
、
室
町
・
戦
国
時

代
、
武

家
権
力
が

支
配
者
と
し
て

直
接
関
与
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の

意
味
で
、
細
川
氏
が
槇
島
城
を
公
的
な
城
郭
と
し
て
整
備
し
た
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。
戦
国
期
に
は
、
地
域

支
配
権
力
が
、

以
前
か
ら
発

達
し
て
い
た
中
世

都
市
の
近
く
に
城
郭
を

築
き
、
そ
う
し
た
都
市
を
「
城
下
町
」
と
し
て
活
用
す
る

事
例
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

こ
の

観
点
か
ら
す
れ

ば
、
義
昭
が
籠
城
し
た
槇
島
城
落
城
後
の
史
料
が
注
目
さ

れ
る
。

元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
の
義
昭

追
放
後
、
信
長
は
細
川
昭
元
を
槇
島
城
へ
入

部
さ

せ
た
が
、

翌
天
正
二
年
五

月
に
は
塙
直

政
を
山
城
国
守
護
に

任
じ
、
槇
島
城

を
本
拠
と
さ

せ
た
。

同
年
十

二
月
の
「

塙
直
政
書
状
」
に
よ
る
と
、
信
長
が
宇
治

の
上

林
氏
に
対
し
て
「

諸
商
人

荷
物
、
陸
地
・
河
上
通
路
并
宿
」
の
支
配
を
「
宇

治
・
真
木
嶋
」
に
お
い
て

申
し
付
け
て
お
り
、
宇
治
と
な
ら
ん
で
槇
島
が
商

業
・

流
通

活
動
の
拠
点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る （
６
）。
槇
島
城
に
は
城
下
町
が
造
営

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
真
木
嶋
氏
時

代
の
延
長
で
あ
っ
た
が
、
信
長
の

領
国
支
配
の
一

環
と
し
て

新
た
に
整
備
さ
れ
た
側
面
が

大
き
い
で
あ
ろ
う
。
槇
島

を
都
市
と
し
て
、
宇
治
と
一

体
化
さ

せ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

こ
の
城
下
町
の
位
置
は
、
槇
島
城
す
ぐ
近
く
の

薗
場
堤
内
側
、
あ
る
い
は
南
側
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に
川
を
渡
っ
た
も
う
一
つ
の
中
州
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

そ
の
後
、
秀
吉
に
よ
る
伏
見
築
城
に
伴
っ
て
槇
島
城
は
廃
城
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
太
閤
堤
の
築
堤
に
よ
っ
て
宇
治
川
の
流
路
が
変
わ
り
、
小
倉
堤
上
が
新
た

に
大
和
街
道
と
な
っ
た
こ
と
で
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
宇
治
・
槇
島
の
地
位
は

低
下
し
、
槇
島
城
の
拠
点
と
し
て
の
中
心
地
性
を
低
下
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う （
７
）。
秀

吉
に
よ
る
伏
見
に
お
け
る
築
城
と
新
城
下
町
建
設
は
、
都
市
や
地
域
社
会
を
強
制

的
に
再
編
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
全
く
新
し
い
拠
点
形
成
が
近
世

権
力
へ
と
移
行
す
る
一
つ
の
画
期
で
あ
る
と
言
え
る （
８
）。

本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
ま
と
め
た
に
過
ぎ
ず
、
新
た
な
成
果
を
上
げ
た

と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
槇
島
城
、
ひ
い
て
は
戦
国
期
の
宇
治
・
槇
島

に
つ
い
て
の
議
論
を
活
発
に
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
筆
者
自

身
と
し
て
は
、
今
後
は
槇
島
城
・
真
木
嶋
氏
だ
け
で
は
な
く
、
宇
治
郷
や
細
川
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
、
信
長
政
権
期
の
塙
直
政
段
階
ま
で
ふ

く
め
て
総
合
的
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

�
註
�

（
１
）
室
町
幕
府
で
、
将
軍
に
直
属
し
て
、
守
護
大
名
を
牽
制
し
、
将
軍
権
力
を
支
え
た
御

家
人
。
足
利
一
門
や
守
護
大
名
家
の
庶
流
、
有
力
国
人
領
主
等
か
ら
成
り
、
五
番
に

編
成
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）
宇
治
市
歴
史
資
料
館
編
集
、
一
九
九
七
年
。

（
３
）
『
宇
治
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
』
七
一
、
宇
治
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇

八
年
。

（
４
）
林
屋
辰
三
郎
・
藤
岡
謙
二
郎
編
集
、
宇
治
市
、
一
九
七
四
年
。

（
５
）
前
掲
注
（
２
）
。

（
６
）
本
文
書
は
年
欠
で
あ
る
が
、
林
屋
辰
三
郎
・
藤
岡
謙
二
郎
編
『
宇
治
市
史
３

近
世

の
歴
史
と
景
観
』
（
一
九
七
六
年
）
、
徳
満
悠
「
十
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
山
城
国
宇

治
の
都
市
構
造
と
そ
の
変
容
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
四
四
号
（
中
世
史
研
究
会
、

二
〇
一
九
年
）
な

ど
で

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
発

給
と

比
定
さ
れ
て
お
り
、
本
稿

で
は
そ
れ
に

従
っ
た
。

（
７
）
槇
島
城
が
い
つ
廃
城
と
な
っ
た
か

定
か
で
は
な
い
が
、
槇
島
堤
に
よ
っ
て
槇
島
城
は

命
脈
を

断
た
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
（

荒
川

弘
「
槇
島
城

跡
」
（
『
宇
治
市
埋
蔵
文

化
財
発
掘
調
査
報
告
書

概
報
』
三
九
、
宇
治
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
七
年
）

（
８
）

拙
稿

修
士
論
文
『
戦
国
期

播
磨
国
に
お
け
る
支

配
権
力
と
拠
点
』
（
二
〇
二
〇
年
）

で
は
、

同
じ
よ
う
に
秀
吉
が
強
制
的
に
都
市
や
地
域
社
会
を
再
編
成
し
て
形
成
し
た

城
下
町
と
し
て
、

姫
路
城
下
の
整

備
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
宇
治
市
源
氏

物
語
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
）
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